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就労支援における相違点 
項目 が ん 対 策 障 が い 者 雇 用 対 策 

法 
 

律 

就労支援の規定はない。 
   

一般事業主の雇用義務規定あり。 
       （法定雇用率の設定） 

障害者雇用納付金の徴収及び納
付義務 

条 
 

例 

がん患者及びその家族等の
就労に関し必要な支援 

行政も積極的に参画したが、
議員立法でできたもの。 

府と関係がある事業主の障がい
者の雇用義務 

行政が制定 

 商工労働部と福祉部、教育委
員会の３者が共管している条例。 

  ⇒ 連携が密 

計
画 

がん患者の就労を含めた社
会的な問題として位置づけ 

       （国計画）       

ハートフル条例に基づき障がい
者雇用の促進 



国の就労支援の取組み 
○ 身体障がい者、知的障がい者（平成２５年４月１日改正） 
   雇用促進法で義務化（労働者総数の１．８％⇒２．０％に） 
○ 精神障がい者、発達障がい者（平成２５年秋以降） 
   雇用促進法で義務化（２．０％⇒２．３％に ５年後） 
○ 難 病 
  ・ 障害者総合支援法で本年４月から障がい者の定義に追加 
  ・ 国の難病対策委員会で提言 
     ▽ 医療費助成の対象疾患を拡大（５６⇒３００以上） 
     ▽ 就労支援の充実 
        ⇒福祉・医療・労働など関係分野が連携し、NPO     
         等の民間の取組も活用しながら就労支援 
        ⇒ハローワークと難病相談・支援センターの連携      
         強化 
        ⇒「新・難病医療拠点病院（仮称）」や「難病医 
         療地域機関病院（仮称）」の医療従事者を中心  
         に就労にかかる意識の普及及び関係機関との連 
         携  など 



国の就労支援機関と主な助成制度 
◆ 就労支援機関 
 ① ハローワーク（府内１６か所） 
 ② 地域障害者職業センター（府内２か所） 
 ③ 高齢・障害者雇用支援センター（府内１か所） 
 ④ 障害者就業・生活支援センター（府内１８か所） 
 ⑤ 障害者職業能力開発校（府内１か所） 
 ⑥ 地域障害者職業センター（府内２か所） 
 ⑦ 高齢・障害者雇用支援センター（府内１か所） 
 ⑧ 障害者就業・生活支援センター（府内１８か所） 
 
◆ 主な助成制度（事業主に対して） 
 ① 特定求職者雇用開発助成金 
 ② 試行雇用奨励金（トライアル雇用奨励金） 
 ③ 精神障がい者ステップアップ雇用奨励金 
 ④ 職場支援従事者配置助成金 
 ⑤ 発達障がい者雇用開発奨励金 
 ⑥ 難治性疾患患者雇用開発助成金 



生活支援 

生活支援担当者１名 
就業支援 

就業支援担当者２～４名 

○ 障害者就業・生活支援センター  



（ＮＰＯ）豊中市障害者就労雇用 
      支援センター 

（社福）明日葉 

（ＮＰＯ）堺市障害者就労促進協会 

（ＮＰＯ）チャレンジ・ 
                 ネットいづみ 

（ＮＰＯ）あいむ 

（ＮＰＯ）ほっぷ 

（社福）であい共生会 

（社福）光輝会 

（社福）大阪手をつな   
              ぐ育成会 

（社福）東大阪市社会 
              福祉事業団 

（社福）信貴福祉会 

（社福）ふたかみ福祉会 

（社福）大阪府障害者福    
              祉事業団 

（財）箕面市障害者事業団 

（社福）摂津市社会福祉事業団 

（社福）ぷくぷく福祉会 

（社福）花の会 

（社福）大阪市障害者福祉・ 
              スポーツ協会 

障害者就業・生活支援センター 一覧 
１８か所 

地域ではどうする
のか 



大阪府の就労支援の取組み 

   

○ ＯＳＡＫＡしごと館（府立労働センター内） 
 ◆ 大阪府若者サポートステーション 
                 （ニート状態にある若者 １５歳～３９歳） 

 ◆ ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ 
 ◆ ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ（３４歳までの就職希望者） 

○ 大阪府障がい者雇用促進センター（大阪府雇用対策課内） 
    ー無料職業紹介所ー  
   ・ 障がい者雇用を進めようとする企業に専門家を派遣 
   ・ 事業主と求職障がい者とのマッチング 
   ・ 特例子会社設立等の支援 
○ 障害者雇用促進基金（ハートフル基金） 
   障がい者雇用の課題に対応し、障がい者が働く「場所」 
  と「機会」を得ることができるよう、事業主の取組みを促  
  進させ、障がい者の雇用環境の充実を図る。 
   ２１年１０月３０日創設  ３，１６３万円 （２４年１２月末現在）   



課題：マッチングに際して医療面のフォローが出来ない⇒逆も？ 



○ ハートフル基金活用事業 
 ◆ 働きやすい職場づくりチャレンジ応援事業補助金 
   「ハートフル企業チャレンジ応援賞」受賞企業のうち、障がい者の 
  働きやすい職場づくりに積極的に取り組む事業主を応援するための補  
  助金 
     補助額 １２０万円程度 ２年間 
 ◆ 働く人材育成応援事業補助金（２５年度新規） 
   就業を目指す障がい者に係る職業能力スキルアップについて、優れ  
  た取り組みを行っている事業者に対し、補助金を支援する。 
     補助額 １２０万円程度 

大阪府 

障がい者 

学び
の場 

支援
者 

企業 

学びの場：講座、セミナー、フォーラム 

        グループミーティング等 

企業共同体 

府内 

就業・生活支
援センター 

参加働きかけ 

参加働きかけ 

企画・立案協力 

基金補助金 

事業主体：社会福祉法人・ＮＰＯ 

中小企業等で働
く障害者のスキ
ルアップを目指
し、企業の枠を
越えて「学びの
場」を設置 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新しごと館（仮称）所管課をエルおおさかに設置】 
◆職員が受託業者と密接に連携して新しごと館事業を活性化 大阪労働局 一体的実施の推進に向けた連携・協力 

事業実施のイメージ 

運営委託 

 

【新しごと館（仮称）】 
指導 

凡例：着色部分 

   新規施策 

 

【ハローワーク・新設】 

◆平成 24年 11月、国に対して一体的実施について

提案済み（一体的実施は 25年 9月～の見込み） 

 

《提案内容》 

◆対象者：新しごと館（仮称）利用者 

◆支援メニュー 

（求職者に対する支援） 

 ・豊富な求人情報を活かした職業紹介 

 ・職業訓練の受講指示（指導） 等 

（企業に対する支援） 

 ・各種助成金の相談 等 

◆求人情報検索端末（ＰＣ）１０台要望 

 

【求職者に対する支援】 
◆対象者：若者、就職困難者、ニート/レイブル  

◆体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆支援メニュー 

・一人ひとりの能力・タイプや状況を見極め、ハローワークと 

連携して必要な職業訓練や資格取得に誘導、スキルアップ 

 

総合受付 

職業適性検査 

ＪＯＢカフェ 

コーナー 

ＪＯＢプラザ 

コーナー 

サポステ 

コーナー 

【企業に対する支援・新設】 

◆対 象：人材確保に意欲的な企業で、 

人材育成を重要な経営課題と捉える企業 

◆支援メニュー 

・人材発掘支援（企業ニーズに応じた人材の発見・育成） 

・採用活動支援（採用活動に従事する経営者、人事担当  

者をｻﾎﾟｰﾄ） 

・採用後の人材育成・定着支援 

・有料職業紹介 

◆初回相談等は無料であるが、より専門的なサービスに

ついては、利用者である企業に適切な負担を求める 

 

 

 

一
体
的
実
施 

（
相
乗
効
果
の
発
揮
） 

情報提供 

求職者に対する支援と企業に対する支援

の運営委託を１本化して機能強化 

新しごと館（仮称）構想 就労支援をエルおおさかに集中 



ま   と   め 
○就労に係る課題 

 ・がん患者は、罹患したら中途退職になっている。 

   国の計画：依頼退職３０％、解雇４％ 

 ・障がい者は、入り口で閉ざされている。 

   法定雇用率を達成している企業は４４．９％ 

○何故なのか 

 ・がん患者や障がい者（知的、精神、発達障がい、若年認知症）に   

  ついて企業の理解が十分でない。 

 ・不況が続いており、リストラせざるを得ない中でハンディを持っ 

  た方の解雇、雇えない。 

○どうしたらいいのか。 

 ・企業にがん患者、障がい者について正しい理解をしてもらう 

   例：企業訪問、企業を対象としたセミナーの開催、企業への 

     専門家の派遣、実習の受け入れの促進、雇い入れ後の 

     フォローアップ体制の整備など 

  ⇒行政は、関係部局と連携が必要 

   医療機関は、地域関係機関や患者家族会と連携するとともに、 

   地域企業等を対象とした研修会や専門家派遣への協力も必要。   



■施策の谷間にあった発達障がい児者について、早期発見・早期療育から就労支援へと、 
ライフステージに応じた一貫した切れ目のない総合的な支援を関係部局が一丸となって推進 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

障がい者の自立と社会参加をしっかり支援 

乳幼児期 
◎発達障がい早期気づき 

   支援事業（一部新規） 

（11.9百万円） 

 

学齢期 

◎発達障がいのある子ども
への支援プロジェクト 

（3.7百万円） 

成人期 

◎発達障がい者支援事業 

（一部新規）（22.3百万円） 

◎発達障がい者雇用支援事業 

 (緊急雇用基金事業の内数) 

発達障がい児者への総合的な支援 

■障がい者雇用日本一の実現に向けた着実な取組み 

 ○障がい者雇用№1に向けた企業の取組み支援 （26.8百万円） 

 ○障がい者就労支援強化事業 （53.7百万円） 

 ○大阪府ハートフルオフィス推進事業 （77.2百万円） 

障がい者雇用の促進 

○障がい者地域生活支援体制整備事業 （53.8百万円） 

○重症心身障がい児（者）の地域ケアシステム整備事業 （22.8百万円） 

○高次脳機能障がい支援普及事業 （10.8百万円） 

障がい者の地域生活への移行や地域定着などを支援 

◆安全・安心◆ 

◎発達障がい児療育支援事業（一部新規）（39.3百万円） 

 ◎発達障がい者支援センター事業（一部新規） （37.1百万円） 
○発達障がい児者支援体制整備検討部会（1.0百万円） 

 

連携部局 
【福祉】 
【健医】 
【府文】 
【教委】 

連携部局 
【教委】 
【福祉】 

連携部局 
【福祉】 
【政企】 
【商労】 

関係部局 
【政企】 
【府文】 
【福祉】 
【健医】 
【商労】 
【教委】 
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